
 

一 

◎ 

児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）（
抄
）（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
十
三
条 
〔
略
〕 

② 

各
児
童
相
談
所
に
置
か
れ
る
児
童
福
祉
司
の
数
は
、
各
年
度
に
お
い
て
第

一
号
に
掲
げ
る
数
と
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
を
合
計
し
た
数
に
一
を
加
え
た

数
以
上
の
数
で
あ
つ
て
保
護
を
要
す
る
児
童
の
数
、
交
通
事
情
等
を
考
慮
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
人
口
（
公
表
さ
れ
た
最
近
の

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
三

万
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
） 

 

二 

イ
に
掲
げ
る
件
数
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
件
数
を
控
除
し
て
得
た
件
数
（
そ

の
件
数
が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）
を
当
該
年
度
の
前
々
年
度

に
お
い
て
全
国
の
児
童
相
談
所
が
応
じ
た
児
童
虐
待
（
児
童
虐
待
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
児
童
虐
待
を
い
う
。
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
相
談
の
全
国

の
児
童
福
祉
司
一
人
当
た
り
の
件
数
と
し
て
政
令
で
定
め
る
件
数
で
除
し

て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

に
切
り
上
げ
る
。
） 

 
 

イ 

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
当
該
児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
に

第
十
三
条 

〔
略
〕 

② 

児
童
福
祉
司
の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
都
道
府
県
が

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

〔
新
設
〕 

    

〔
新
設
〕 

        



  

二 

係
る
相
談
に
応
じ
た
件
数 

 
 

ロ 

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
全
国
の
児
童
相
談
所
が
応
じ
た
児

童
虐
待
に
係
る
相
談
の
全
国
の
人
口
一
人
当
た
り
の
件
数
と
し
て
政
令

で
定
め
る
人
口
一
人
当
た
り
の
件
数
に
当
該
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域

に
お
け
る
人
口
を
乗
じ
て
得
た
件
数 

③
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
一
条
の
十
の
二 

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
及
び
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
に
よ
り
要
支
援
児
童
等
（
特
定
妊
婦
を

除
く
。
）
を
把
握
し
た
と
き
又
は
当
該
市
町
村
の
長
が
第
二
十
六
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
若
し

く
は
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

養
育
支
援
訪
問
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

②
～
④ 

〔
略
〕 

     

③
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
一
条
の
十
の
二 

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
及
び
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
に
よ
り
要
支
援
児
童
等
（
特
定
妊
婦
を

除
く
。
）
を
把
握
し
た
と
き
又
は
当
該
市
町
村
の
長
が
第
二
十
六
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
若
し

く
は
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）

第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
必

要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

 
 

 
 



 

三 

○ 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）（
抄
）（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
） 

第
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
、
迅

速
か
つ
適
切
な
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
及
び
自
立
の
支
援
（
児
童

虐
待
を
受
け
た
後
十
八
歳
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
自
立
の
支
援
を
含
む
。
第

三
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護

者
に
対
す
る
親
子
の
再
統
合
の
促
進
へ
の
配
慮
そ
の
他
の
児
童
虐
待
を
受
け

た
児
童
が
家
庭
（
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
及
び
良
好

な
家
庭
的
環
境
を
含
む
。
）
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
し
た
適
切
な

指
導
及
び
支
援
を
行
う
た
め
、
不
断
の
検
証
を
行
い
つ
つ
、
児
童
相
談
所
、
福

祉
事
務
所
、
市
町
村
、
家
庭
裁
判
所
、
都
道
府
県
警
察
、
医
療
機
関
、
民
間
団

体
等
の
間
、
地
方
公
共
団
体
相
互
間
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関

及
び
関
係
団
体
の
間
の
連
携
の
強
化
（
児
童
相
談
所
及
び
都
道
府
県
警
察
の

間
の
情
報
の
共
有
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
含
む
。
）
、
民
間
団
体
の
支
援
、

医
療
の
提
供
体
制
の
整
備
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
体

制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
７ 

〔
略
〕 

  

（
通
告
又
は
送
致
を
受
け
た
場
合
の
措
置
等
） 

第
八
条 

〔
略
〕 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
） 

第
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
、
迅

速
か
つ
適
切
な
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
及
び
自
立
の
支
援
（
児
童

虐
待
を
受
け
た
後
十
八
歳
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
自
立
の
支
援
を
含
む
。
第

三
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護

者
に
対
す
る
親
子
の
再
統
合
の
促
進
へ
の
配
慮
そ
の
他
の
児
童
虐
待
を
受
け

た
児
童
が
家
庭
（
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
及
び
良
好

な
家
庭
的
環
境
を
含
む
。
）
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
し
た
適
切
な

指
導
及
び
支
援
を
行
う
た
め
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
民

間
団
体
の
間
の
連
携
の
強
化
、
民
間
団
体
の
支
援
、
医
療
の
提
供
体
制
の
整

備
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

   
２
～
７ 

〔
略
〕 

  

（
通
告
又
は
送
致
を
受
け
た
場
合
の
措
置
） 

第
八
条 

〔
略
〕 



  

四 

２ 

〔
略
〕 

３ 
児
童
相
談
所
長
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
児
童
、

児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
若

し
く
は
第
二
十
五
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
又
は

児
童
虐
待
に
係
る
相
談
に
応
じ
た
児
童
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
告
等

に
係
る
児
童
」
と
い
う
。
）
が
他
の
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
居
住
地
を
移

し
た
と
き
（
当
該
通
告
等
に
係
る
児
童
に
対
し
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
よ
り
、
当
該
他
の
児
童
相
談
所
の
所
長
に
対
し
、
当
該
通
告
等
に
係
る

児
童
又
は
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ
ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環

境
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
係
る
当
該
通
告
等
に
係
る
児
童
、
そ
の
保

護
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
料
又
は
情
報
の
提
供
の
う
ち
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
と
み

な
す
。 

４ 

前
三
項
の
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
、
市
町
村
若
し
く
は

児
童
相
談
所
へ
の
送
致
、
一
時
保
護
又
は
他
の
児
童
相
談
所
の
所
長
に
対
す

る
資
料
若
し
く
は
情
報
の
提
供
を
行
う
者
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

２ 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

             

３ 

前
二
項
の
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
、
市
町
村
若
し
く
は

児
童
相
談
所
へ
の
送
致
又
は
一
時
保
護
を
行
う
者
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 


